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実際に、警察に寄せられた

税務署をかたった不審メール

。あなたは不審点を見抜けますか？です



★ 基 本 的 な 間 違 い ★

税務署（国税庁）がメール（ＳＭＳ)

で、各種税の納付を求めることは、

絶対にありません！

★ 考えられるこのメールの不審点 ★
① メールの送付
時間が未明であ
ること

②「税」の文字が
異体字になって
いる。

④ 誤字「客勛」
日本語にない単語

⑤ ●に無駄な
スペース（空白）

③ 文章が明らか
に間違っている。
（下線部）

⑥ 誤字「●権」
●は債の誤字と考
えられる。

( )⑦ ｢納付期限｣と｢最終期限｣が同日 記載の必要性なし

絶対にお金を支払ってはいけません！！

電話やメールで、お金の話は詐欺です！！

悩んだら､家族･警察に相談しましょう！


